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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知………（自然環境課）１
○宮崎県工事請負契約約款の一部を改正する告示……（管理課）１
○道路の区域の変更…………………………………（道路保全課）２
　　　公　　　告

告　　　　　示

宮崎県告示第 314号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の３において準用する同
法第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指
定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
一(一)　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　宮崎県西臼
　　　杵郡五ヶ瀬町（次の図に示す部分に限る。）
　(二)　指定の目的　水源の涵

かん

養
　(三)　変更後の指定施業要件
　　　１　立木の伐採の方法
　　　　(１)　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　　　西臼杵郡五ヶ瀬町（次の図に示す部分に限る。）
　　　　(２)　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定め
　　　　　　ない。
　　　　(３)　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立
　　　　　　木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め
　　　　　　る標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(４)　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　　２　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　次
　　　　のとおりとする。
二(一)　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　宮崎県西臼
　　　杵郡五ヶ瀬町（次の図に示す部分に限る。）
　(二)　指定の目的　土砂の流出の防備
　(三)　変更後の指定施業要件
　　　１　立木の伐採の方法
　　　　(１)　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　　　西臼杵郡五ヶ瀬町（次の図に示す部分に限る。）
　　　　(２)　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定め
　　　　　　ない。
　　　　(３)　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立
　　　　　　木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め
　　　　　　る標準伐期齢以上のものとする。
　　　　(４)　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　　２　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　次
　　　　のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに五ヶ
　瀬町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県工事請負契約約款の一部を改正する告示をここに公表する。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県告示第 315号
　　　宮崎県工事請負契約約款の一部を改正する告示
　宮崎県工事請負契約約款（平成８年宮崎県告示第 515号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（工程表及び請負代金内訳書）
第３条　受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて
　、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

２　受注者は、特に契約で定めた場合は、請負代金内訳書（以下「
　内訳書」という。）を前項の工程表に添えて提出しなければなら
　ない。

　（工程表及び請負代金内訳書）
第３条　受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて
　、工程表及び請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を作成
　し、発注者に提出しなければならない。
２　内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定
　福利費を明示するものとする。
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３　［略］
　（建設資材を県外から購入する場合の通知等）
第７条の２　［略］

　（現場代理人及び主任技術者等）
第10条　受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計
　図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者
　に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と
　する。
　(１)　［略］
　(２)　［　］主任技術者（建設業法（昭和24年法律第 100号）第
　　26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は［
　　　］監理技術者（建設業法第26条第２項に規定する監理技術者
　　をいう。以下同じ。）
　(３)　［略］
２～５　［略］

３　［略］
　（建設資材を県外から購入する場合の通知等）
第７条の２　［略］
　（下請負人の社会保険等加入義務等）
第７条の３　受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業
　者（建設業法（昭和24年法律第 100号）第２条第３項に規定する
　建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保
　険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結
　する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方とし
　てはならない。
　(１)　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届
　　出
　(２)　厚生年金保険法（昭和29年法律第 115号）第27条の規定に
　　よる届出
　(３)　雇用保険法（昭和49年法律第 116号）第７条の規定による
　　届出
２　前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約
　を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事
　情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を
　下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注
　者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業
　者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのでき
　る書類を発注者に提出しなければならない。
　（現場代理人及び主任技術者等）
第10条　受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計
　図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者
　に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と
　する。
　(１)　［略］
　(２)　［　］主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任
　　技術者をいう。以下同じ。）又は［　］監理技術者（同条第２
　　項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）

　(３)　［略］
２～５　［略］

　　　附　則　　
　この告示は、令和元年10月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 316号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和元年９月17日から同年同月24日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
(メートル)

延　長

(メートル)

 309 県道 川床日
向新富
停車場
線

児湯郡新富
町大字新田
字平伊倉 1
9365番１地
先から同郡

旧  6�6～
 6�7

16�0

新  9�5～
 9�7

16�0

同町同大字
同字 19365
番１地先ま
で

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、今町土地改良区（都城市）の役員の退任について次のとおり届出
があった。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　退任した役員
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役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 福　丸　秀　春 都城市大岩田町6793番地

監 事 曽　原　正　幸 都城市大岩田町5383番地３

公安委員会公告

宮崎県公安委員会公告第23号
　警備業法（昭和47年法律第 117号）第22条第２項に規定する警備
員指導教育責任者講習を次のとおり実施する。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　　　宮崎県公安委員会委員長　藤　田　紀　子
１　講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員

種　類 警備業務の区分 講 習 の 実 施 日 定員
追加取得講
習

４号警備業務 令和元年12月18日（水）
から同月19日（木）まで

15人

種　類 警備業務の区分 手数料
追加取得講習 ４号警備業務 10,000円

警備業務の区分 提　出　日　時
４号警備業務 令和元年10月15日（火）から10月25日（金）

まで（土曜日・日曜日及び祝日を除く。）の
午前９時から午後５時まで。

２　講習の対象者
　　講習の対象者は、受講申込みする当該警備業務区分以外の区分
　の資格者証又は講習修了証明書を有する者で、かつ、受講申込み
　を行う日において、最近５年間に当該警備業務の区分に係る警備
　業務に従事した期間が通算して３年以上である者とする。
３　講習の場所
　　宮崎市学園木花台西２丁目４番地３
　　宮崎県技能検定センター
　　電話0985−58−1570
４　受講申込書の提出方法等
　⑴　提出先
　　　受講申込者の住所地を管轄する警察署とする。ただし、受講
　　申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管
　　轄する警察署でも良いこととする。
　⑵　提出日時

　⑶　提出方法
　　　提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警
　　備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての
　　代理申込みについては認める。郵送による申込みは認めない。
　⑷　提出書類等
　　ア　受講申込書（受講申込者の写真（申請前６月以内に撮影し
　　　た縦 3�0センチメートル、横 2�4センチメートルの大きさの
　　　正面、無帽、上三分身像、無背景のもの）を貼り付けたもの
　　　）
　　イ　資格者証又は講習修了証明書の写し　　　　　　　　　　
　　ウ　当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴書
５　手数料
　　受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県収入証紙によ
　り納入すること。

　　納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還し
　ない。
６　その他
　⑴　受講申込みの受付が終了後、その旨、一般社団法人宮崎県警
　　備業協会（代表電話0985−28−0518）に連絡すること。
　⑵　この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関
　　する目的以外には使用しない。
　⑶　本件に関する問合せは、宮崎県警察本部生活安全部生活環境
　　課警備業係（代表電話0985−31−0110）に行うこと。

選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第28号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１
項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第
76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の
組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項
に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40
万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得
た数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える
数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40
万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、令和元年８
月26日現在次のとおりである。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明
　選挙権を有する者の総数の50分の１の数　　　　　　　18,469人
　選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え
80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じ
て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ
の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分
の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分
の１を乗じて得た数とを合算して得た数）　　　　　　 215,431人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第29号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙
権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以
下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じて得た
数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数
が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を
乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を
乗じて得た数とを合算して得た数）は、令和元年８月26日現在次の
とおりである。
　　令和元年９月17日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明
　児湯郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,462人
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